
議案第１号 

 

平成２９年度天理市一般会計補正予算（第７号） 

 

 平成２９年度天理市の一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２９３，２３０千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

 ２５，５３７，６７７千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予

算補正」による。 

（繰越明許費） 

第２条 地方自治法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第２表繰越明許費」

による。 

 （地方債の補正） 

第３条 地方債の変更は、「第３表地方債補正」による。 

 

  平成３０年３月２日提出 

 

天理市長   並 河  健  

 

 



  

第 １ 表  歳 入 歳 出 予 算 補 正

  

１ 歳 入

- 1 -

  

款 項 補 正 前 の 額 補    正    額     計    

千円 千円 千円

  

12 分担金及び負担金       306,040           745       306,785

  

 1 分担金         4,811           745         5,556

  

14 国庫支出金     3,880,041     △270,859     3,609,182

  

 1 国庫負担金     3,155,142      △41,304     3,113,838

  

 2 国庫補助金       703,750     △229,555       474,195

  

15 県支出金     1,918,238      △33,198     1,885,040

  

 1 県負担金     1,205,199       △3,063     1,202,136

  

 2 県補助金       581,425      △26,457       554,968

  

 3 委託金       131,614       △3,678       127,936
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款 項 補 正 前 の 額 補    正    額     計    

千円 千円 千円

  

16 財産収入       105,077         7,801       112,878

  

 1 財産運用収入        56,242         △460        55,782

  

 2 財産売払収入        48,835         8,261        57,096

  

17 寄附金       934,120         6,000       940,120

  

 1 寄附金       934,120         6,000       940,120

  

18 繰入金     1,072,214      △20,030     1,052,184

  

 1 基金繰入金     1,055,866      △25,855     1,030,011

  

 2 特別会計繰入金        16,348         5,825        22,173

  

20 諸収入       514,459         1,111       515,570

  

 5 雑入       358,812         1,111       359,923

  

21 市債     1,839,000        15,200     1,854,200
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 1 市債     1,839,000        15,200     1,854,200

  

歳         入         合         計    25,830,907     △293,230    25,537,677



  

２ 歳 出

- 4 -

  

款 項 補 正 前 の 額 補    正    額     計    

千円 千円 千円

  

 2 総務費     3,181,690       195,917     3,377,607

  

 1 総務管理費     2,599,594       232,970     2,832,564

  

 3 戸籍住民基本台帳費       171,182       △3,672       167,510

  

 4 選挙費        90,583      △33,381        57,202

  

 3 民生費    10,216,998        26,788    10,243,786

  

 1 社会福祉費     4,674,830        48,388     4,723,218

  

 2 児童福祉費     4,321,095      △21,600     4,299,495

  

 6 農林費       347,097      △22,644       324,453

  

 1 農業費       325,827      △22,644       303,183

  

 7 商工費       461,927      △16,800       445,127
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 1 商工費       461,927      △16,800       445,127

  

 8 土木費     3,382,403     △462,682     2,919,721

  

 2 道路橋りょう費       525,044     △198,605       326,439

  

 3 河川費        80,170      △20,000        60,170

  

 4 都市計画費     2,504,148     △242,282     2,261,866

  

 5 住宅費       129,464       △1,795       127,669

  

10 教育費     2,395,453        39,832     2,435,285

  

 1 教育総務費       425,785        39,832       465,617

  

11 災害復旧費       196,797      △27,886       168,911

  

 1 公共土木施設災害復旧費        90,050      △26,486        63,564

  

 2 農林業施設災害復旧費       106,747       △1,400       105,347

  

12 公債費     2,644,061      △25,755     2,618,306
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款 項 補 正 前 の 額 補    正    額     計    

千円 千円 千円

  

 1 公債費     2,644,061      △25,755     2,618,306

  

歳         出         合         計    25,830,907     △293,230    25,537,677



第２表　繰越明許費

款 項 事　　　　業　　　　名 金　　　額

４ １ 千円

衛 生 費 保 健 衛 生 費 メ デ ィ カ ル セ ン タ ー 建 設 事 業 ４０４

旧 市 立 病 院 解 体 事 業 ３１，８５２

６ １
農 林 費 農 業 費 市 単 独 土 地 改 良 事 業 ２，０００

７ １
商 工 費 商 工 費 企 業 支 援 事 業 ３３，０００

地 方 創 生 推 進 交 付 金 事 業 ５７，３１２

８ ２
土 木 費 道 路 橋 り ょ う 費 道 路 修 繕 事 業 １５，０３３

道 路 新 設 改 良 事 業 ５６，５６７

３
河 川 費 河 川 改 修 事 業 ４４，１６３

４
都 市 計 画 費 街 路 事 業 ７０，５３５

公 園 施 設 整 備 事 業 １５，７６７
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款 項 事　　　　業　　　　名 金　　　額

１０ ２ 千円

教 育 費 小 学 校 費 山 の 辺 小 学 校 建 設 事 業 １２，０９６

５
社 会 教 育 費 地 方 創 生 推 進 交 付 金 事 業 ４，７５２

１１ １
災 害 復 旧 費 公共土木施設災害復旧費 道 路 及 び 河 川 災 害 復 旧 事 業 ２７，２１３

２
農 林 業 施 設 災 害 復 旧 費 農 地 ・ 農 業 用 施 設 災 害 復 旧 事 業

林 業 施 設 災 害 復 旧 事 業 １２，５００

８７，７５７

  



第３表　　地方債補正

 変更

限 度 額 起債の方法 限 度 額 起債の方法 利　　率 償還の方法

千円 千円

証書借入れ

観 光 施 設 整 備 事 業 123,500 109,000

又 は

証 券 発 行

起　債　の　目　的
補　　　　　　正　　　　　　前

利　　率 償還の方法

政府資金に
ついてはそ
の融資条件
により、銀
行その他の
場合にはそ
の債権者と
協定するも
のとする。
ただし、市
財政の都合
により据置
期間及び償
還期限を短
縮し、又は
繰上償還も
しくは低利
に借換えす
ることがで
きる。

道 路 整 備 事 業

都 市 計 画 街 路 事 業

退 職 手 当 債

災 害 復 旧 事 業

135,300

補　　　　　　正　　　　　　後

補正前に同じ

年５．０％以内
（ただし、利率
見直し方式で借
り入れる場合に
ついて、利率の
見直しを行った
後においては、
当該見直し後の
利率）

135,400

69,100

22,000

237,900

45,200

67,100

41,300
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